
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年１０月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年５月２１日 ０９時０５分ごろ 

発生場所 京浜港東京第３区汐見運河 

 洲崎三等三角点から真方位１５８°５８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３９.７′ 東経１３９°４８.９′） 

事故の概要 引船第２三
さん

福
ぷく

丸は、東進中、また、引船第一英
ひで

丸は、漂泊中、両船

が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年５月３１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第２三福丸、１４トン 

   ２３０－１５９８３東京、三福航運株式会社 

Ｂ 引船 第一英丸、８.５トン 

   ２３２－９９８５東京、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷１人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船尾部の舷縁上部に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、汐見運河内のＪＲ京葉線鉄道橋

の橋脚間（可航幅約８０ｍ）を約５.０ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で、手動操舵により東進した。 

船長Ａは、右舷船首方の護岸の状況を見ながら航行し、視線を前路

に戻したところ、先行していたＢ船が前路で漂泊を始めていることに

気付き、機関を全速力後進としたものの、Ａ船の船首部とＢ船の右舷

船尾部とが衝突したのを認めた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、汐見運河内にある造船所の護岸

を発し、ＪＲ京葉線鉄道橋の橋脚間を約５.７knの速力で東進した。 

船長Ｂは、橋脚間を抜け、橋脚の東端から約５０ｍ東方の少し広い

場所に出たので、造船所で取り付け直した発電機のカバーの状況を確

認しようと思い、機関を中立運転として漂泊を始めてまもなく、操縦

席を離れて機関室へ入ろうとしたとき、衝突の衝撃を受けた。 

船長Ｂは、漂泊しようとした際、船尾方の状況を確認していなかっ

た。 



 

分析  Ａ船は、東進中、船長Ａが、右舷船首方の護岸の状況を見ていて前

路の見張りを適切に行っていなかったことから、先行していたＢ船が

漂泊を始めたことに気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、東進中、船長Ｂが、船尾方の状況を確認せずに機関を中立

運転として漂泊を始めたことから、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因 本事故は、Ｂ船が先行し、Ａ船及びＢ船が共に東進中、船長Ａが右

舷船首方の護岸の状況を見ていて前路の見張りを適切に行っておら

ず、また、船長Ｂが船尾方の状況を確認せずに機関を中立運転として

漂泊を始めたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、周囲の状況に応じ、長い間前路から視線を外すことな

く、常時適切な見張りを行うこと。 

 ・航行中に漂泊を始めようとする際は、船尾方から接近する他船の

存在の有無など、周囲の状況を確かめること。  


